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１
．
は
じ
め
に

　
１
９
８
５
年
か
ら
の
30
年

間
は
、
規
制
緩
和
・
自
由
化

の
進
展
や
消
費
者
保
護
の
推

進
に
よ
っ
て
、
現
在
の
損
害

保
険
事
業
の
基
盤
が
再
構
築

さ
れ
た
変
革
期
と
い
え
る
。

　
自
由
化
以
前
は
、
監
督
当

局
に
よ
る
事
前
監
督
に
加

え
、
主
要
種
目
の
保
険
商
品

に
お
い
て
は
、
自
動
車
保
険

料
率
算
定
会
や
損
害
保
険
料

率
算
定
会
が
算

出
す
る
保
険
料

率
に
基
づ
き
開

発
が
行
わ
れ
て

い
た
。

　
１
９
８
０
年

代
に
な
る
と
、

各
種
積
立
型
保

険
や
多
様
化
す

る
消
費
者
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た

商
品
の
開
発
が

進
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
医
療
費

用
保
険
（
１
９

８
６
年
）、介
護

費
用
保
険
（
１

９
８
９
年
）、年

金
払
積
立
傷
害

保
険
（
１
９
９

２
年
）
と
い
っ

た
分
野
へ
の
参

入
等
、
損
害
保

険
事
業
は
大
き

く
拡
大
し
、
規

制
緩
和
・
自
由

化
へ
の
期
待
も

高
ま
っ
て
い
っ
た
。
改
正
保

険
業
法
（
１
９
９
６
年
４
月

施
行
）
は
、
こ
う
し
た
経
済

・
社
会
の
変
化
を
捉
え
た
も

の
と
い
え
る
。

　
一
方
、
関
税
お
よ
び
貿
易

に
関
す
る
一
般
協
定
（G

en

e
ral A

g
re
e
m
e
n
t o
n 

T
ariffs an

d T
rad
e

、

以
下「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
」と
い
う
）

や
世
界
貿
易
機
関
（W

o
r

ld T
rad
e O
rg
an
izat

io
n

、以
下「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
」
と
い

う
）
な
ど
の
多
国
間
協
議
、

日
米
保
険
協
議
も
規
制
緩
和

・
自
由
化
を
加
速
さ
せ
た
。

　
さ
ら
に
、
金
融
ビ
ッ
グ
バ

ン
構
想
の
提
唱
（
１
９
９
６

年
11
月
11
日
）
と
そ
れ
を
具

現
化
し
た
金
融
シ
ス
テ
ム
改

革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
一
部

を
除
き
１
９
９
８
年
12
月
１

日
施
行
、以
下「
金
融
シ
ス
テ

ム
改
革
法
」
と
い
う
）
を
経

て
、
保
険
商
品
・
料
率
の
自

由
化
等
、
多
岐
に
わ
た
る
自

由
化
が
急
激
に
進
展
し
た
。

　
日
米
保
険
協
議
の
終
了

（
１
９
９
６
年
12
月
24
日
）

後
も
、
規
制
緩
和
・
自
由
化

は
進
展
し
、
リ
ス
ク
細
分
型

自
動
車
保
険
に
代
表
さ
れ
る

細
分
化
し
た
リ
ス
ク
に
見
合

っ
た
保
険
料
の
設
定
や
人
身

傷
害
保
険
等
に
よ
り
、
契
約

者
の
保
険
選
択
の
範
囲
が
広

が
っ
た
。
し
か
し
、
保
険
商

品
の
複
雑
化
が
進
ん
だ
こ
と

に
よ
り
、
付
随
的
な
保
険
金

の
支
払
い
漏
れ
（
２
０
０
５

年
）
の
一
因
に
も
な
っ
た
。

こ
う
し
た
問
題
を
契
機
に
、

損
害
保
険
各
社
は
保
険
商
品

の
見
直
し
に
着
手
し
、
保
険

商
品
の
簡
素
化
を
進
め
る
一

方
で
、
消
費
者
へ
の
情
報
提

供
の
強
化
や
保
険
事
故
発
生

時
に
お
け
る
丁
寧
な
対
応
に

取
り
組
ん
だ
。

　
ま
た
、
保
険
監
督
者
国
際

機
構（In

te
rn
a
tio
n
a
l 

A
ssociation of In

su
r

ance S
u
pervisors

）が

設
立
さ
れ（
１
９
９
４
年
）、

監
督
規
制
の
国
際
的
調
和
が

進
ん
だ
。
特
に
、
欧
州
に
お

い
て
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ
の
検

討
が
開
始
（
２
０
０
１
年
）

さ
れ
て
以
降
は
、
国
内
外
に

お
け
る
保
険
監
督
の
視
点
が

保
険
会
社
の
健
全
性
に
向
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

２
．
自
由
化
前
の

保
険
商
品
の
開
発

　
保
険
業
法
の
改
正
（
１
９

９
６
年
４
月
１
日
施
行
）
前

の
損
害
保
険
業
界
は
、
監
督

当
局
に
よ
る
許
認
可
制
度
等

に
よ
り
、
競
争
力
の
弱
い
金

融
機
関
で
あ
っ
て
も
破
綻
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
で
、
業
界
の
健
全
性
が
確

保
さ
れ
、
消
費
者
に
対
し
安

定
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　
ま
た
、
自
動
車
保
険
料
率

算
定
会
お
よ
び
損
害
保
険
料

率
算
定
会
が
、
主
要
分
野
の

保
険
商
品
に
関
す
る
保
険
料

率
を
全
社
一
律
に
定
め
る
こ

と
で
、
料
率
競
争
を
排
除
し

市
場
の
安
定
性
が
維
持
さ
れ

て
き
た
。

　
保
険
審
議
会
答
申
「
新
し

い
時
代
を
迎
え
た
損
害
保
険

事
業
の
あ
り
方
」（
１
９
８
７

年
５
月
19
日
）
で
は
、
特
定

の
顧
客
層
を
対
象
と
し
た
セ

グ
メ
ン
ト
商
品
の
開
発
、
医

療
・
介
護
分
野
の
保
険
の
創

設
、
各
種
積
立
型
保
険
の
開

発
や
利
便
性
の
向
上
等
、
新

た
な
保
険
商
品
の
開
発
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
が
示
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
損
害
保
険
会
社

の
資
産
規
模
は
、
積
立
型
保

険
の
増
加
に
よ
り
飛
躍
的
に

伸
び
、
１
９
８
５
年
度
末
に

約
12
兆
円
で
あ
っ
た
損
害
保

険
業
界
の
総
資
産
は
、
１
９

９
０
年
度
末
に
は
約
26
兆
円

に
増
加
し
た
。
こ
の
資
金
量

の
増
加
は
、
そ
の
後
の
業
容

拡
大
、
と
り
わ
け
生

命
保
険
分
野
へ
の
進

出
の
足
掛
か
り
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
損

害
保
険
業
界
に
お
い

て
も
規
制
緩
和・
自
由

化
に
対
す
る
期
待
が

高
ま
っ
て
い
っ
た
。

３
．
日
米
間
に
お

け
る
規
制
緩
和
・

自
由
化
協
議

　
自
由
化
進
展
の
大
き
な
契

機
に
な
っ
た
の
が
、
日
米
構

造
協
議
（
１
９
８
９
年
～
１

９
９
０
年
）
で
あ
っ
た
。
米

国
側
は
、
わ
が
国
に
対
し
経

済
構
造
改
革
を
求
め
市
場
開

放
を
迫
る
と
と
も
に
、
日
本

の
排
他
的
取
引
慣
行
や
系
列

取
引
の
排
除
（
独
占
禁
止
法

の
運
用
強
化
）
を
求
め
た
。

最
終
報
告
の
取
り
ま
と
め

（
１
９
９
０
年
６
月
）
後
、

日
米
構
造
協
議
は
日
米
包
括

経
済
協
議
に
引
き
継
が
れ

（
１
９
９
３
年
７
月
）
、
保

険
が
優
先
分
野
の
１
つ
と
し

て
協
議
対
象
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　（
１
）
日
米
保
険
協
議

（
１
９
９
４
年
合
意
）

　
日
米
包
括
経
済
協
議
で

は
、
日
米
間
の
貿
易
不
均
衡

是
正
が
主
要
テ
ー
マ
と
な

り
、
保
険
分
野
は
、
政
府
調

達
、
自
動
車
・
自
動
車
部
品

と
並
ぶ
優
先
３
分
野
の
１
つ

と
さ
れ
、
日
米
保
険
協
議
と

し
て
交
渉
を
続
け
た
結
果
、

「
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
に
よ
る
保
険

に
関
す
る
措
置
」
と
し
て
合

意
に
至
っ
た
（
１
９
９
４
年

10
月
11
日
、
以
下
「
１
９
９

４
年
合
意
」
と
い
う
）
。

　
日
本
側
が
講
ず
る
措
置
に

は
、
保
険
商
品
・
料
率
認
可

の
自
由
化
・
弾
力
化
、
第
三

分
野（
傷
害
・
疾
病
・
介
護
）

へ
の
生
損
保
の
相
互
乗
り
入

れ
に
係
る
激
変
緩
和
措
置
、

ブ
ロ
ー
カ
ー（
保
険
仲
立
人
）

制
度
の
導
入
、
保
険
商
品
の

届
出
制
お
よ
び
申
請
手
続
き

の
透
明
化
等
の
履
行
が
定
め

ら
れ
、
基
本
的
に
は
保
険
業

法
の
改
正
（
１
９
９
６
年
４

月
１
日
施
行
）
等
に
よ
り
実

現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　（
２
）
１
９
９
２
年
の
保

険
審
議
会
答
申
と
日
米
協
議

（
１
９
９
６
年
合
意
）

　
国
内
で
も
規
制
緩
和
・
自

由
化
の
論
議
が
進
展
し
、
保

険
審
議
会
総
合
部
会
（
１
９

８
９
年
４
月
）は
、「
新
し
い

保
険
事
業
の
在
り
方
」
と
題

す
る
答
申
を
取
り
ま
と
め
た

（
１
９
９
２
年
６
月
17
日
）。

　
こ
の
答
申
は
、
金
融
の
自

由
化
、
国
際
化
、
規
制
緩
和

の
進
展
に
応
じ
て
保
険
事
業

の
在
り
方
と
保
険
関
係
法
規

の
抜
本
的
見
直
し
を
促
す
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
保
険

商
品
の
多
様
化
・
競
争
促
進

を
目
的
に
、
算
定
会
料
率
の

付
加
保
険
料
率
部
分
の
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
・
レ
ー
ト
（
使

用
義
務
の
な
い
料
率
）
化
、

第
三
分
野
へ
の
生
損
保
の
相

互
乗
り
入
れ
、
ブ
ロ
ー
カ
ー

制
度
の
導
入
、
さ
ら
に
は
ソ

ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
基

準
や
早
期
是
正
措
置
の
導
入

等
が
示
さ
れ
、
保
険
業
法
の

改
正
（
１
９
９
６
年
４
月
１

日
施
行
）
に
よ
り
具
現
化
さ

れ
た
（
表
参
照
）
。

　
日
米
間
協
議
で
特
に
問
題

と
さ
れ
た
の
が
、
第
三
分
野

へ
の
生
損
保
の
相
互
乗
り
入

れ
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
で

第
三
分
野
を
得
意
と
し
て
い

た
米
国
の
保
険
会
社
に
と
っ

て
は
、
競
争
が
激
化
す
る
こ

と
を
避
け
た
い
意
向
が
あ

り
、
１
９
９
４
年
合
意
で

は
、
主
要
分
野
の
規
制
緩
和

が
進
む
ま
で
、
相
互
乗
り
入

れ
は
実
施
し
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。

　
そ
の
後
、
米
国
側
か
ら
第

三
分
野
へ
の
相
互
乗
り
入
れ

を
め
ぐ
っ
て
、
合
意
違
反
の

可
能
性
が
あ
る
と
の
懸
念
が

示
さ
れ
、
合
意
内
容
の
解
釈

等
を
中
心
に
協
議
が
再
開
さ

れ
（
１
９
９
５
年
12
月
）
、

「
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
に
よ
る
保
険

に
関
す
る
補
足
的
措
置
」

（
１
９
９
６
年
12
月
24
日
）

と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
合
意

に
至
っ
た
（
以
下
「
１
９
９

６
年
合
意
」と
い
う
）。
し
か

し
、
こ
の
補
足
的
措
置
は
、

第
三
分
野
へ
の
相
互
乗
り
入

れ
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
算

定
会
料
率
の
使
用
義
務
の
廃

止
や
火
災
保
険
、
自
動
車
保

険
と
い
っ
た
損
害
保
険
の
基

幹
種
目
の
大
幅
か
つ
性
急
な

自
由
化
を
求
め
る
内
容
と
な

っ
た
。

　（
３
）
第
三
分
野
へ
の
生

損
保
相
互
乗
り
入
れ

　
１
９
９
６
年
合
意
で
は
、

自
由
化
措
置
の
範
囲
が
大
き

く
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。一
方
で
、生
損
保
の
業
務

範
囲
の
拡
大
に
関
し
て
は
、

米
国
の
保
険
会
社
の
利
益
を

保
護
す
る
形
で
自
由
化
が
先

送
り
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
時

期
に
国
内
で
も
、
経
済
審
議

会
行
動
計
画
委
員
会
金
融
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
報
告

「
わ
が
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の

活
性
化
の
た
め
に
」（
１
９
９

６
年
10
月
）
や
橋
本
首
相
が

提
唱
し
た
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン

構
想（
１
９
９
６
年
11
月
）な

ど
に
よ
り
、
一
層
の
自
由
化

進
展
の
機
運
が
高
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
も
１
９
９
６
年
合

意
内
容
の
履
行
状
況
を
日
米

双
方
で
点
検
す
る
、
い
わ
ゆ

る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
合
が

開
催
さ
れ
た
。
日
本
側
措
置

の
履
行
期
限
（
１
９
９
８
年

７
月
）
の
前
月
に
開
催
さ
れ

た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
合
で

は
、
米
国
側
か
ら
、
わ
が
国

が
約
束
し
た
主
要
分
野
の
規

制
緩
和
が
十
分
に
達
成
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
第
三
分
野

に
関
す
る
激
変
緩
和
措
置
の

解
除
を
先
送
り
す
べ
き
と
の

主
張
が
な
さ
れ
、
米
国
通
商

法
第
３
０
１
条
に
基
づ
く
制

裁
が
発
動
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
、

わ
が
国
は
制
裁
対
象
と
な
る

優
先
国
に
は
特
定
さ
れ
ず
、

保
険
は
自
動
車
他
の
３
分
野

と
併
せ
、
重
大
な
懸
念
が
あ

る
分
野
と
し
て
の
整
理
に
と

ど
ま
っ
た
。
最
終
的
に
は
、

金
融
庁
と
米
国
通
商
代
表
部

と
の
会
談
（
２
０
０
０
年
７

月
）
に
お
い
て
、
当
初
の
約

束
ど
お
り
、
２
０
０
１
年
１

月
の
生
損
保
に
よ
る
第
三
分

野
の
相
互
乗
り
入
れ
が
認
め

ら
れ
た
。

４
．
多
国
間
協
議

で
の
貿
易
自
由
化

交
渉
と
損
害
保
険

　
保
険
に
関
す
る
国
際
的
な

課
題
は
、
従
来
、
経
済
協
力

開
発
機
構
（O

rg
an
isati

on for E
con
om
ic C
o

operation an
d D
ev
e

lopm
en
t

）
の
保
険
委
員

会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
後
、
１
９
８
６
年

に
開
始
さ
れ
た
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ウ

ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お

い
て
、
モ
ノ
貿
易
に
係
る
関

税
に
関
す
る
自
由
化
議
論
に

加
え
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
関

す
る
自
由
化
も
協
議
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
保
険
分
野
も

交
渉
の
対
象
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
包

括
的
な
合
意
（
１
９
９
３
年

12
月
15
日
）
に
至
り
、
Ｗ
Ｔ

Ｏ
設
立
が
実
現
し
た
一
方
、

米
国
か
ら
の
求
め
に
よ
り
、

保
険
分
野
に
つ
い
て
は
Ｗ
Ｔ

Ｏ
に
お
け
る
多
国
間
の
金
融

サ
ー
ビ
ス
交
渉
と
し
て
継
続

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
１

９
９
４
年
４
月
、
日
米
保
険

協
議
の
１
９
９
４
年
合
意

前
）
。
最
終
的
な
金
融
サ
ー

ビ
ス
合
意
（
１
９
９
７
年
12

月
）
に
お
け
る
わ
が
国
の
保

険
分
野
の
自
由
化
に
関
す
る

約
束
に
は
、
市
場
ア
ク
セ
ス

お
よ
び
内
国
民
待
遇
に
関
す

る
制
限
の
排
除
と
い
っ
た
各

国
共
通
の
自
由
化
事
項
に
加

え
、
先
に
終
了
し
た
日
米
保

険
協
議
で
合
意
さ
れ
た
事
項

の
す
べ
て
が
追
加
さ
れ
た
。

（
つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
６
回
の
今
回
か
ら
２
回
に
わ
た
り
、
日
米
保
険
協
議
等
に
お
け
る
論

議
の
状
況
も
含
め
て
、
損
害
保
険
商
品
・
料
率
の
自
由
化
の
流
れ
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

特
集
　 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

保
険
商
品
・
料
率
の
自
由
化
①

―
日
米
保
険
協
議
等
に
よ
る
規
制
緩
和
・
自
由
化
の
進
展
―

【第６回】

1996年改正保険業法により規制緩和・自由化された主な項目

競争促進

保険商品・料率の自由化 算定会制度の見直し（付加保険料率アドバイザリー制度の導入）
届出制の導入

事業範囲の拡大
第三分野への生損保の相互乗り入れ
・子会社での相互乗り入れ
・本体での相互乗り入れ

募集制度 ・ブローカー制度の導入
・生命保険募集人の一社専属制の見直し等

契約者保護
（セーフティネット）

健全性指標 ・ソルベンシー・マージン基準の導入
・保険計理人制度の導入

破綻対応 ・保険契約者保護基金制度の創設
・価格変動準備金の導入

経営の透明性確保 ディスクロージャー規定の整備


